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 (特記仕様書) 

工 事 名  高圧受電設備更新工事 

Ⅰ工事概要 

 １ 工事場所 

行田市大字真名板地内 

 

 ２ 工事概要 

○PAS・高圧ケーブル・キュービクル更新工 

  ・PAS                １．０台 300A SUS VT・LA 内蔵 

・T 型コネクタ         ３．０個 カバー共 

・ステンレスバンド       １．０式 VE22 付属品共 

・自在バンド          １．０式 バンド 

・高圧ケーブル        ２２．０ｍ 6.6kV CVT 38sq EE 

・端末ユニット         １．０組 屋外 

・端末ユニット         １．０組 屋内 

・中実碍子           ４．０個 10 号 

・分岐部支持バンド       １．０個 バンド 

・立上り防護管         １．０本 防護管 

・高圧配管材料         １．０式 ZGP・FEP・異種管共 

・屋外キュービクル       １．０基 1φ50KVA・3φ75KVA 

・キュービクル嵩上ベース    １．０式 亜鉛メッキ仕上げ 

・キュービクル撤去据付材料   １．０式 重機・モルタル補修共 

・プール BOX SUS WP       １．０個 500×500×300 

・ワイヤリングダクト      １．０式 SD 仕様 

・配線材料           １．０式 配線材 

・消耗雑材料          １．０式  

  ・電工労務費          １．０式 電工 

  ・試験費            １．０式 絶縁耐力試験、保護継電器試験等 

  ・完成図書作成費        １．０式 図書作成 

  ・消防申請及び立会       １．０式 消防申請及び立会含 

  ・延線機工具損料        １．０式 延線工具 

  ・高所作業車          １．０式 作業車 

  ・材料運搬費          １．０式 運搬 

  ・キュービクル運搬費      １．０式 運搬 

  ・PCB 分析費用          １．０式 TrX2 台 SCX1 台 

  ・電力会社申請費        １．０式 申請 

  ・廃棄物処理費         １．０式 処理 

  ・諸経費            １．０式 共通仮設費、現場管理費 

                       一般管理費、法定福利費  

 

 

 



 

３ 工  期 

契約確定の日から令和５年２月２４日まで 

 

Ⅱ 電気設備工事仕様 

（１） 本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて埼玉県電気設備

工事特別共通仕様書及び国土交通大臣官房庁営繕部監修「公共建築工事標準

仕様書（電気設備工事編）令和４年版」を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(特記仕様書) 

章 項   目 特  記  事  項 

１ 

 

一 

 

般 

 

共 

 

通 

 

事 

 

項 

①適用基準等 

 

②工事実績情報の登録 

 

③発生材の処理等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④材料の品質等 

 

 

 

 

 

⑤工事写真 

 

 

⑥完成写真 

 

 埼玉県建築工事実務要覧 

 

 行う 

 

 構外搬出適正処理 

注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するも

のは、指示された場所に整理のうえ調書を添え

て監督員に報告する。 

b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の 

写しを提出する。 

c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出

し、「資源の有効な利用の促進に関する法律」

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律」（以下「建設リサイクル法」という。）「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係

法令等により適切に処理し監督員に報告する。 

 

本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質

及び性能と同等以上のものを使用する。 

ただし製造業者等が指定されている場合に同等以

上のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受

ける。 

 

 写真アルバムの提出 １部 

(写真データ CD-R1 部提出) 

 

写真アルバムの提出 １部 

(写真データ CD-R1 部提出) 

 


